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ストック社会の住まいづくりの今後と
平成２４年度の施策展開

国土交通省住宅局住宅生産課国土交通省住宅局住宅生産課

課長補佐 村上慶裕

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
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○ 長期優良住宅認定基準（共同住宅）の見直し

○ 長期優良住宅認定基準（既存住宅）の検討

○ 地域型住宅ブランド化事業

○ 長期優良住宅に係る税制上の支援措置の延長

②中古住宅流通・リフォーム市場の活性化について
○ 中古住宅・リフォーム関連予算・税制

○ 中古住宅・リフォームトータルプラン

動産流通市場活性○ 不動産流通市場活性化フォーラム

＜参考資料＞ 既存住宅流通・リフォーム市場の環境整備に向けたその他の主な取組＜参考資料＞ 既存住宅流通・リフォーム市場の環境整備に向けたその他の主な取組
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長期優良住宅について

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 3

長期優良住宅に係る認定制度の概要について長期優良住宅に係る認定制度の概要について

ストック重視の住宅政策への転換 [＝住生活基本法の制定(H18 6）]背景

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律（H21.6施行）」に基づく
長期優良住宅に係る認定制度の創設

ストック重視の住宅政策への転換 [ 住生活基本法の制定(H18.6）]背景

長期優良住宅に係る認定制度の創設

○ 長期優良住宅の建築・維持保全に関する計画を所管行政庁が認定
○ 認定を受けた住宅の建築にあたり、税制・融資の優遇措置や補助制度の適用が可能

認定基準

① 劣化対策

<1>住宅の長寿命化の
ために必要な条件

特例措置

＜１．税制＞
所得税／固定資産税／不動産取得税／登録免許税の低減

（H23.11現在）

① 劣化対策

② 耐震性

③ 維持管理・
更新の容易性

＜２．融資＞
住宅金融支援機構の支援制度による金利の優遇措置

＜３．補助制度＞

<2>社会的資産として

④ 可変性
（共同住宅のみ）

<3>その他
認定実績

・中小工務店に対する補助制度

（H23.12末まで）
求められる要件

⑤ 基礎的な
バリアフリー性能
（共同住宅のみ）

必要とされる要件

⑦ 住環境への配慮

⑧ 住戸面積

（H23.12末まで）

累計実績 …244,240戸
（一戸建て：239,396戸、共同住宅：4,844戸）

H23.12の実績…  8,269戸
（ 戸建て 8 229戸 共同住宅 40戸）

（共同住 ）

⑥ 高水準の
省エネルギー性能

⑨ 維持保全計画の
提出

（一戸建て： 8,229戸、共同住宅： 40戸）

住宅着工全体の12.7%（平成22年度）
4
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長期優良住宅の認定状況長期優良住宅の認定状況

・長期優良住宅建築等計画の認定制度は平成21年6月4日より運用開始・長期優良住宅建築等計画の認定制度は平成21年6月4日より運用開始。

・新築の一戸建て住宅のうち、認定を受けているものの割合は25％前後で推移。

・累計約244,000戸の認定。（うち戸建約239,000戸、共同住宅約5,000戸）

長期優良住宅の月別認定戸数（H21.6～H23.12）
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共同住宅（認定戸数） 一戸建ての住宅（認定戸数） 新築戸建住宅に占める一戸建ての住宅（認定戸数）の割合

長期優良住宅認定基準（共同住宅）の見直しについて（１）長期優良住宅認定基準（共同住宅）の見直しについて（１）

・共同住宅に係る認定実績は、戸建住宅と比較し件数が少ない現状。

（平成23年12月末までの実績4 844戸：認定全体の約2％）（平成23年12月末までの実績4,844戸：認定全体の約2％）

・基準の見直しについて検討が必要である旨、
両成長戦略の中で位置づけがされる

国土交通省成長戦略（H22.5.17) 政府新成長戦略（H22.6.18)

両成長戦略の中で位置づけがされる。

○ 住宅・建築投資活性化・ストック再生戦略
＜１．早期の実現を目指す＞

・長期優良住宅の共同住宅に係る基準の見直し
＜２ ２ ３年後 実現を目指す＞

○ 工程表・Ⅳ 観光・地域活性化戦略
(１)ストック重視の住宅政策
長期優良住宅の共同住宅に係る基準の見直し＜２．２～３年後の実現を目指す＞

・制度改正を踏まえた施策の推進

・長期優良住宅の共同住宅に係る基準の見直し

6
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長期優良住宅認定基準（共同住宅）の見直しについて（２）長期優良住宅認定基準（共同住宅）の見直しについて（２）

＜耐震性＞

共同住宅の認定基準に関する事業者等ヒアリング

＜耐震性＞
・ 特に超高層以外のマンションで、柱・梁が大きくなることによる商品性やコスト面

の課題

＜維持管理 更新の容易性＞＜維持管理・更新の容易性＞
・ 共用部の排水立管に接続する水平管の勾配確保のための階高増（床下高さ確

保）に課題。また、竪穴のパイプスペースを設ける代替方法についても、コスト
面 平面計画上の課題面、平面計画上の課題。

＜その他＞
・ 低層共同住宅について、可変性の基準の階高基準が、高さ制限上厳しい。低層共同住宅に いて、可変性の基準の階高基準が、高さ制限上厳しい。
・ 比較的小規模な住戸を混在させた共同住宅で、住棟全戸の認定取得が困難。
・ 共同住宅における認定手続きの明確化 等

基準改正・運用改善の方針について、基準改正 運用改善の方針に いて、
11月に実施したパブリックコメントを踏まえ、現在検討を実施中

7

長期優良住宅認定基準（既存住宅）の検討について長期優良住宅認定基準（既存住宅）の検討について

づ「長期優良住宅の普及の促進に関する法律（H21.6施行）」に基づく
長期優良住宅に係る認定制度の創設

○ 新築の長期優良住宅の建築・維持保全に関する計画を所管行政庁が認定
○ 認定を受けた住宅の建築 にあたり 税制 融資の優遇措置や補助制度の適用が可能○ 認定を受けた住宅の建築（※）にあたり、税制・融資の優遇措置や補助制度の適用が可能

（※なお、現行法では「建築（増築・改築を含む）」しようとする場合に認定できることとしており、
既存住宅を増改築することなしで認定する制度にはなっていない。）

○既存住宅に関する長期優良住宅の認定について
⇒法律制定時、附帯決議にて検討の実施が決議

【附帯決議】（20 11 27国土交通委員会）【附帯決議】（20.11.27国土交通委員会）
政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。
一、ストック重視の住宅政策への転換という住生活基本法の基本理念を踏まえ、改修、維持保全、流通の促進等により、既
存住宅の長期使用化を図るとともに、既存住宅への長期優良住宅の認定の在り方等について検討を行うこと。

≪現在、技術的調査を実施中≫

既存住宅の長期優良住宅に係る認定基準の整備に資する検討（H22 H23年度実施）既存住宅の長期優良住宅に係る認定基準の整備に資する検討（H22～H23年度実施）
（イ）既存住宅の改修等の実態に係る調査
（ロ）既存住宅の非改修部分の仕様等の把握方法に関する検討
（ハ）劣化事象の検査方法及びその影響に関する検討
（ニ) 既存住宅の長期使用構造等に係る性能項目の評価方法に関する検討

基準のあり方等について、技術的調査及び基本的な考え方を整理し、
平成24年度以降制度化を検討。

（ ) 既存住宅の長期使用構造等に係る性能項目の評価方法に関する検討

8
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地域材を活用し、地域の気候・風土にあった 具体的取組関連地域産業の連携による住宅生産体制※

前提条件

平成24年度予算案 90億円の内数地域型住宅ブランド化事業地域型住宅ブランド化事業

地域材を活用し、地域の気候 風土にあった
｢地域型住宅｣の具体像、共通ルール

地域の気候・風土、街なみ景観等の特徴

地域材の特徴、地域材供給の現状

原木供給者

製材事業者

建材流通事業者

具体的取組、
役割分担

信頼性確保

普及促進

関連地域産業の連携による住宅生産体制※

生産する

維持管理

地域型住宅の

建築士事務所
地域材の供給・加工・利用に関する共通ルール

建材流通事業者 普及促進

資源循環利用中小工務店

技術継承

新技術導入

生産する
住宅像の
明確化

「地域型住宅」の具体像

地域型住宅の規格・仕様に関する共通ルール
プレカット工場

※ 地域材や住宅生産技
域毎

域 住
ブランド化に
向けて

地域型住宅の維持管理に関する共通ルール

積算、資材調達、施工に関する共通ルール
資源循環利用中小工務店

災害時の応急仮設
住宅供給体制

術が共通である地域毎
の協議会、NPO等のグ
ループを想定

地方自治体による協力

補助内容補助内容

１戸当たり

建設費の１割以内かつ

100万円を限度に補助

支
援

○ 当該事業に取り組もうとするグループから、
「『地域型住宅』生産の共通ルール」等に関する
提案を募集し、学識経験者からなる評価委員会に
よる評価結果を踏まえ 優れた提案

100万円を限度に補助

支

中小住宅生産者により
供給される木造住宅

長期優良住宅

１戸当たり
上記に加えて

よる評価結果を踏まえ、優れた提案について、こ
れら提案内容に基づく活動を行うことを要件とし
て国土交通省が採択を行う。

○ 採択されたグループ内の中小工務店が、上記の
地域毎の住宅生産システムの共通ルールに基づい
て木造の長期優良住宅の建設を行う場合に 当該

支
援

地域材
持続可能な森林経営に
資する地域材の活用（※）

（※）柱・梁・桁・土台の過半において、都道府県の認証制度などに
より産地証明等がなされている木材を使用

上記に加えて、

20万円を限度に補助

て木造の長期優良住宅の建設を行う場合に、当該
建設にかかる費用の一部について補助を行う。

9

地域の中小工務店による住宅の
供給を通じた地域経済の活性
化。

地域の中小工務店による住宅に
関する消費者の信頼性の向上。

木材自給率の向上による森林・
林業の再生。

地域の住文化の継承及び街なみ
の維持・保全。

効 果

9

長期優良住宅に係る税制上の支援措置の延長について長期優良住宅に係る税制上の支援措置の延長について

般住宅 認定長期優良住宅一般住宅 認定長期優良住宅

所得税 *１

(住宅ローン減税)

所得税 *２

(投資型減税)

標準的な性能強化費用相当額（上限1000万円）の10％
相当額を、その年の所得税額から控除

登録免許税
①保存登記 1.5/1000
②移転登記 3.0/1000
③抵当権設定登記 1.0/1000

①保存登記 1.0/1000
②移転登記 1.0/1000
③抵当権設定登記 1.0/1000

不動産取得税 課税標準から1200万円控除 課税標準から1300万円控除

固定資産税
【一戸建て】 １～３年目 １/２軽減
【マンション】１～５年目 １/２軽減

【一戸建て】 １～５年目 １/２軽減
【マンション】１～７年目 １/２軽減

*１ 控除額が所得税額を上回る場合は翌年度の個人住民税額から控除（最高9.75万円）
*２ 控除額がその年の所得税額を超える場合は、翌年分の所得税額から控除*２ 控除額がその年の所得税額を超える場合は、翌年分の所得税額から控除

※平成24年度税制改正大綱（H23.12.10）の内容

◆所得税（投資型減税）、登録免許税、不動産取得税、固定資産税の特例措置の適用期限を２年延長
（現行の適用期限⇒所得税（投資型減税）：H23 12 31 登録免許税・不動産取得税・固定資産税：H24 3 31）（現行の適用期限⇒所得税（投資型減税）：H23.12.31、登録免許税 不動産取得税 固定資産税：H24.3.31）

※所得税（投資型減税）控除額の上限を50万円とする （現行：100万円）
※戸建住宅の移転登記に係る税率を2.0/1000とする （現行：1.0/1000） 10
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中古住宅流通・リフォーム市場の中古住宅流通 リフォ ム市場の
活性化について

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 11

平成23年度第3次補正予算 1,446億円（環境省分含む）住宅エコポイントの再開住宅エコポイントの再開

住宅市場の活性化と住宅の省エネ化を推進しつつ、あわせて東日本大震災の復興支援を図るため、本年7月末に終了した住宅エコ
ポイント（※）を再開する ＜再開後の制度を『復興支援 住宅エコポイント』と称する ＞

■ ポイントの発行対象 ■ ポイント数

ポイント（※）を再開する。 ＜再開後の制度を『復興支援・住宅エコポイント』と称する。＞
（※）住宅エコポイント：環境性能の高いエコ住宅の新築やエコリフォームに対しポイント（多様な商品・サービスに交換可能なポイント）を発行する制度。（※）住宅エコポイント：環境性能の高いエコ住宅の新築やエコリフォームに対しポイント（多様な商品・サービスに交換可能なポイント）を発行する制度。

事業の内容

■ ポイントの発行対象 ■ ポイント数

エコ住宅の新築

被災地の経済活性化を進めるため、被災地のポイントをそ
の他地域の倍に。

＜工事内容＞
①省エネ法のトップランナー基準（住宅事業建築主の判断の基準）相当の住宅

エコ住宅の新築
平成23年10月21日(*) ～平成24年10月31日に建築着工したもの

被災地 ：１戸当たり30万Ｐ
その他地域 ： 〃 15万Ｐ

※太陽熱利用システムを設置する場合、２万Ｐを加算

エコリフォ ム

（なお、太陽熱利用システムを設置する場合は、ポイントを加算）

②省エネ基準（平成11年基準）を満たす木造住宅

＜ 事内容＞

エコリフォーム
平成23年11月21日～平成24年10月31日に工事着手したもの

エコリフォーム

省エネ改修
工事内容に応じて2千～10万Ｐ

バリアフリー改修（5万Ｐ限度）

＜工事内容＞
窓の改修工事、外壁、天井・屋根又は床の改修工事

＜断熱改修の例＞ エコリフォームに併せて、以下の工事等を
行う場合は、ポイントを加算

バリアフリ 工事 工事内容に応じて5千～2万5千Ｐ

省エネ住宅設備設置（太陽熱利用シス
テム・節水型トイレ・高断熱浴槽）

一律2万Ｐ

リフォ ム瑕疵保険加入

１戸あたり
30万Ｐが
限度

複層ガラスへの交換

バリアフリー工事

省エネ住宅設備の設置

耐震改修工事
リフォーム瑕疵保険加入
一律1万Ｐ

耐震改修 15万Ｐ 別途加算

商品交換

天井の断熱改修

リフォーム瑕疵保険への加入

(*) 第3次補正予算案閣議決定日

12

■ 商品交換
ポイントの半分以上を被災地の特産品・被災地への義援金など被災地支援商品に交換。
残りのポイントは、環境配慮商品（エコ家電や公共交通機関利用カード、環境配慮企業の商品等）への交換、追加工事への充当、
環境寄附に利用。 12
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現状・課題

民間住宅活用型住宅セーフティネット整備事業民間住宅活用型住宅セーフティネット整備事業 24年度政府案 10,000百万円
日本再生重点化措置 10,000百万円

● 近年、厳しい経済・雇用情勢の下、雇用者の所得水準の低下により住居費負担能力が低下し、住宅に困窮する者が増加する傾向。

● 公営住宅の応募倍率も依然として高い水準で推移しており、さらに、地方公共団体の財政状況の悪化から、公的賃貸住宅の供給に依
存した住宅セーフティネットの取組みは限界。【公営住宅応募倍率：8.8倍（H21年度）】

● 民間賃貸住宅の空家は一貫して増加傾向にあり、その有効活用が課題。

住宅数 世帯数 １世帯当たり住宅数

居住者のいない住宅 799万戸
うち、空家 757万戸

（空家率13 1%）

住宅ストックと世帯数の推移

過去15年間の平均給与

過去15年間の平均給与の推移

0.95

1.00

1.05

1.10

1.15

1.20

2000

3000

4000

5000

6000

7000 （空家率13.1%）
うち、賃貸住宅空家 413万戸

（空家率18.8%）

4,673 

4 060

4,200 

4,400 

4,600 

4,800 

給
与

額
（

千
円

）

住居費負担能力が低下

住宅ストック数と世帯数の間における
ギ プは年々増大し おり 空家

0.85

0.90

0

1000

S33 S38 S43 S48 S53 S58 S63 H5 H10 H15 H20

4,060 
4,000 

H7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

ギャップは年々増大しており、空家の
有効活用が課題となる。

○ 民間住宅を活用した住宅セーフティネットの充実

要求概要

○ 民間住宅を活用した住宅セーフティネットの充実
以下に示す要件（①）を満たす住宅について一定の改修工事（②）が行われる場合、地方公共団体と連携（③）し、国が民間

事業者に対して住宅の改修費の一部を直接支援。［補助率：１／３、補助限度額：100万円/空家］

② 補助対象工事① 補助対象住宅の要件

(1) 加齢対応構造等に係る工事（省エネ改修工事を含む。）

(2) 共用部分に係る改修工事（耐震改修、省エネ改修又はバリアフリー改
修のいずれかを含む改修工事）

・ 賃貸住宅の管理の期間が10年以上であること

・ 災害時における被災者の利用に関する協定を地方公共団体
等と締結するものであること

・ 改修工事完了後の最初の入居者は 子育て世帯 高齢者世
③ 地方公共団体との連携

・ 地域住宅計画において、民間賃貸住宅を活用した住宅セーフティ
ネットの強化に取り組む旨が具体的に明記されること

・ 居住支援協議会等を設け、本事業による住宅の物件情報の提供
等、所要の措置を講ずること

改修工事完了後の最初の入居者は、子育て世帯、高齢者世
帯等の住宅確保要配慮者とするとともに、その後も住宅確
保要配慮者の入居を拒まないこと

・ 適切な管理が行われるものであること 等 13

○住宅の耐震化に関する補助は、各地方公共団体が実施しています。

住宅の耐震化に関する補助制度住宅の耐震化に関する補助制度 Ｈ２４予算

※補助を実施していない地方公共団体もあります。

○地方公共団体は、社会資本整備総合交付金の活用が可能であり、次の①又は②を選択
して補助事業を実施しています。
①住宅 建築物安全スト ク形成事業（同交付金の基幹事業として定められた補助率等により行う事業）①住宅・建築物安全ストック形成事業（同交付金の基幹事業として定められた補助率等により行う事業）
②効果促進事業（地方公共団体が独自に補助率、限度額等を設定して行う事業）

○このため、地方公共団体ごとに補助率、限度額等が異なっていることがあります。

※どちらの場合も、同交付金により、地方公共団体が所有者に補助する額の１／２以内の額を、地方公共団体に対して助成

、 体 補 、 額等 異 。

※緊急輸送道路沿道の場合の補助率は２／３

①住宅・建築物安全ストック形成事業（社会資本整備総

合交付金の基幹事業）を活用する場合
改修工事費の２３％を補助

②社会資本整備総合交付金の効果促進事業を活用する場合
補助率、限度額等は地方公共団体が独自に設定

【補助制度の事例② 1】※緊急輸送道路沿道の場合の補助率は２／３
避難路沿道の場合の補助率は１／３

補助率 ２３%

補助率：定額

30～60万円
【補助制度の事例①】

【補助制度の事例②-1】

工事費が２４０万円の場合補助率：２３%

工事費が２４０万円の場合
補助金額：５５万円、 自己負担：１８５万円

工事費が２４０万円の場合（避難路沿道の場合）

工事費が２４０万円の場合
補助金額： 30～60万円、 自己負担： 210～180万円

工事費が１００万円の場合
補助金額： 30～60万円、 自己負担： 70～40万円

補助率：1/3～11/24

80～110万円

【補助制度の事例②-2】

工事費が２４０万円の場合（避難路沿道の場合）
補助金額：８０万円、自己負担：１６０万円

H24年度拡充事項
戸建て住宅の耐震改修における交付限度額を、『㎡当たりの単価

/㎡』 『 度額（補助金額 /
80 110万円

工事費が２４０万円の場合
補助金額：80～110万円、 自己負担： 160～130万円

32,600円/㎡』から『戸当たりの限度額（補助金額80万円/戸、国
費40万円/戸）』に見直し、地方公共団体の事務負担を軽減すると
ともに、国民にわかりやすい制度とする。
※緊急輸送道路沿道、避難路沿道等の場合は現行制度どおり 14
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魅力ある中古住宅流通・リフォーム市場の形成を図るため、リフォームすることによりフラット３５の融資基準に適

フラット３５併せに係る住宅融資保険の付保対象の追加フラット３５併せに係る住宅融資保険の付保対象の追加

合する中古住宅について、民間金融機関のつなぎ融資及びリフォームローンに住宅融資保険を付保することにより、フ
ラット３５の融資が可能となる仕組みを導入する。
＊住宅金融支援機構の住宅融資保険のうち、フラット３５併せ融資の保険の付保対象に、リフォーム費用に対する融資を追加。

中古住宅をリフォーム後にフラット３５で融資するスキーム （参考）本制度の対象となるリフォームの例

○ 小屋裏換気孔がないケース（木造住宅）
③

借入
申込み

④
つなぎ
融資

⑤
リフォーム工事

＋工事完了後物件検査

⑥⑦
フラット３５（S）

＋リフォーム融資実行

購入代金決済時 リフォーム代金決済時フラット３５（Ｓ）技術基準へ

①②
購入物件決定（売買契約）

＋物件検査

リフォームにより軒裏に
小屋裏換気孔を設置

顧 客

【借入申込額（例）】

購入代金：2,000万円
ﾘﾌｫｰﾑ代金： 500万円

500万円2,000万円

借
入
申
込
み

つ
な
ぎ
融
資

リ
フ
ォ
ー
ム
融

フ
ラ
ッ
ト
３
５

つ
な
ぎ
融
資
返

フ
ラ
ッ
ト
３

仲介業者等

物件検査

→物件検査通知書
（検査基準適合及び

不適合箇所の記載あり）

★リフォーム瑕疵保険

2,000万円

住宅金融支援機構

み 資
実
行
（
担
保
設
定
）

融
資
実
行

５
（
Ｓ
）
適
合
証
明
書

返
済

３
５
（
Ｓ
）
融
資
実
行

融
資
保
険
を
付
保

買取・付保審査

不適合箇所の記載あり）

2,000万円

融
資
保
険
を
付
保

民間金融機関

① 顧客が購入を希望する物件を決定し、購入前に物件検査（不適合箇所の特定）を実施。
（例：物件価格：2,300万円、うち2,000万円を借入希望）

② フラット３５の基準に適合させるリフォーム工事内容を決定

手続きの流れ（例）

リフォームによりユニット
バスに変更

○ 浴室の防水措置が図られていないケース（木造住宅）

② フラット の基準に適合させるリフォ 事内容を決定
（リフォーム費用：500万円）

③ 借入申込み（フラット３５：物件購入費（2,000万円）、民間金融機関のリフォーム
融資：リフォーム費用（500万円））

④ 上記③の借入れについて承認後、物件購入費（2,000万円）について金融機関が
つなぎ融資※１を実行し、物件購入代金の支払い

⑤ リフォ ム工事※２の実施（工事完了後 フラット３５（Ｓ）の適合証明書を取得）

バスに変更

⑤ リフォーム工事※２の実施（工事完了後、フラット３５（Ｓ）の適合証明書を取得）
⑥ 金融機関がフラット３５を実行し、上記④のつなぎ融資の返済に充当
⑦ 金融機関がリフォーム融資※１を実行し、リフォーム工事代金の支払い
※１ 住宅金融支援機構が住宅融資保険を付保
※２ リフォーム瑕疵保険等に必須加入 15

○新成長戦略に掲げられた「２０２０年までの中古住宅・リフォーム市場の倍増」のため、「消費者が安心して中古住宅の取得

Ｈ24予算額 1.5億円既存住宅等に対応した住宅瑕疵担保責任保険の提供体制の整備事業（新規）既存住宅等に対応した住宅瑕疵担保責任保険の提供体制の整備事業（新規）

やリフォームを行うことができる市場環境の整備」が必要。

○そこで、中古住宅の売買やリフォーム工事に対応した保険について更なる充実を図るため、既存住宅売買瑕疵保険における保証

範囲の拡大（シロアリ被害の追加など）等の消費者ニーズに対応した保険商品の充実のための検査技術の導入・実用化等に対す

る支援を行うる支援を行う

【既存住宅売買瑕疵保険商品イメージ】（Ｈ２２年提供開始）

例：売り主が宅建業者の場合

【リフォーム瑕疵保険商品イメージ】（Ｈ２２年提供開始）

買主

（個人）

保険
契約

保険金
支払い

売主

（宅建業者）

瑕疵担保責任 瑕疵担保責任

検査
（インス

宅建業者
倒産時 検査

リフォーム

事業者

発注者

（個人）

リフォーム事業者
倒産時

保険金保険
契約 支払い

保険法人

（インス
ペクション）

倒産時
保険金支払い （インス

ペクション）

倒産時
保険金支払い

支払い契約

保険法人

【今後想定される商品開発例とその課題】 例：既存住宅売買瑕疵保険におけるシロアリ被害の追加【今後想定される商品開発例とその課題】 例：既存住宅売買瑕疵保険におけるシロアリ被害の追加
○現状：消費者ニーズは高く、また、良質な中古住宅の流通を促進させるという政策的意義も高いものの、シロアリの有無を判断する検査技術が確立しておらず

保険事故リスクが高いため、保険法人による引受が難しい状況（現時点でシロアリ被害は免責）
○課題の解決方法とその効果： 検査技術の導入・実用化を支援することにより、瑕疵保険の引受に必要な検査体制が確立されることで、保険引受が可能となり、

シロアリ被害を受けていない良質な中古住宅流通が促進されるとともに、万が一シロアリ被害が発生した場合には保証されることにより消費者保護が
図られる図られる。

【事業の概要】
①検査技術の導入・実用化に対する支援

シロアリ検査技術など、保険引受に係る現場検査等の技術的な対応が困難なものについて、円滑に保険引受可能となるよう検査技術の
導入・実用化に対する支援を行う導入 実用化に対する支援を行う。

②設計施工基準の見直しに対する支援
住宅瑕疵担保責任保険の引受基準である設計施工基準の見直しに対する支援を行う。

【事業主体】 一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会、民間事業者等 【補助率】 定額 16
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平成24年度予算額 住宅消費者への相談体制の整備事業（４億円（対前年比1.33倍））、既存住宅流通・リフォーム推進事業（２０億円（対前年比0.85倍） ）

ポイントポイント

消費者への相談体制の整備事業、既存住宅流通・リフォーム推進事業消費者への相談体制の整備事業、既存住宅流通・リフォーム推進事業

ポイントポイント
リフォーム工事や中古住宅の売買に関するトラブルに対する消費者の不安を解消するため、相談体制の強化を図るとともに、リフォーム

の無料見積チェック制度等の消費者支援施策の一層の周知・普及等を実施する。

【事業主体】民間事業者等、住宅紛争処理支援センター 【補助率】定額

【中古住宅流通 リフォ ム市場に係る消費者支援施策】

○ リフォームの無料専門家相談○ リフォームの無料専門家相談

「住宅消費者への相談体制の整備事業」による支援例

○ 消費者支援施策のきめ細やかな周知普及○ 消費者支援施策のきめ細やかな周知普及

ポイントポイント

【中古住宅流通・リフォーム市場に係る消費者支援施策】
・住まいるダイヤル（無料電話相談）
・無料見積もりチェック制度
・無料専門家（弁護士＋建築士）相談 など

リフォームに関するトラブルに対応するた
め、各弁護士会で無料相談を実施
リフォームに関するトラブルに対応するた
め、各弁護士会で無料相談を実施

ポイントポイント
住宅ストックの品質向上及び既存住宅の流通活性化を図るため、既存住宅の売買に際して、住宅瑕疵担保責任保険法人による検査、瑕疵保険への

加入、履歴情報の蓄積等を行う事業について、その工事費用等の一部を助成する。(補助率1/3、上限100万円/戸)

既存住宅流通・リフォーム推進事業のイメージ既存住宅流通 リフォ ム推進事業のイメ ジ

新築
売買

契約書

印

老朽化

中古住宅の取得リフォーム

蓄
積

活
用

（
継
承
）

リフォーム工事インスペクション（建物検査）

住宅履歴
情報

印

既存住宅売買瑕疵保険＋ ＋

住宅履歴
情報

17
住宅履歴

情報

蓄積活用 蓄積活用

住宅履歴情報の
蓄積・活用

住宅の新築、改修、修繕、点検時等において、設計図書

や施工内容等の情報を確実に蓄積し、活用する。

蓄積活用

17

木造住宅の生産過程や省エネ施工技術、維持管理・リフォーム技術等に関する幅広い知識・ノウハウを有する

平成24年度予算案 9.9億円木造住宅施工能力向上・継承事業木造住宅施工能力向上・継承事業

木造住宅の生産過程や省 ネ施 技術、維持管理 リフォ 技術等に関する幅広 知識 ウ ウを有する
人材を育成するため、木造住宅の施工に関する住宅生産事業者の能力の向上及び技術の継承に対する支援
を行う。

● 木造住宅供給の担い手● 木造住宅供給の担い手

在来工法住宅の約６割は中小の大工・工務店が供給。 木造住宅の省エネ施工技術講習

木造住宅の耐震診断・耐震改修に関する技術講習

3.0％

木造住宅のリフォ ム技術講習

構造計画講習
2.5％

0.2％

0.2％

その他

1.2％

0.7％

● 大工就業者の現状
大工就業者は４０万人で、２５年前と比べ約６割減。
高齢化率も上昇。

木造住宅のリフォーム技術講習

木造住宅施工技術の実技指導及びこれと一体に
行う基礎講習

◆ 平成２４年度からは、省エネ基準の適合義務化に向け、地域の
造 宅 産 務店 施 技 向

等

行う基礎講習

木造住宅生産を担う中小工務店の断熱施工技術の向上など、地
域における省エネ住宅の生産体制の整備・強化に対する支援に
重点的に取り組む。 18
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《趣旨 》 下記の要件を満たす木造建築物等の整備計画を公募によ て選定

平成24年度予算案 90億円の内数木造木造建築技術先導建築技術先導事業事業

再生産可能な循環資源である木材を大量に使用
する建築物の整備によって低炭素社会の実現に貢
献するため、先導的な設計・施工技術を導入する大

《趣旨 》 下記の要件を満たす木造建築物等の整備計画を公募によって選定
し、木造化・木質化することによる掛かり増し工事費用及び木造化・
木質化に係る調査設計計画費用の一部助成を実施。

《補助の要件（先導的木造建築物） 》献するため、先導的な設計 施工技術を導入する大
規模木造建築物等の整備に対し、その費用の一部
を助成。

構造・防火面の先導的な設計・施工技術の導入

使用する材料や工法の工夫により整備コストを低減させるなどの、木材
利用に関する建築生産システムについて先導性を有するもの

木造建築物等の整備による
低炭素社会の実現への貢献

建築基準法等、法令上特段の措置を要する一定規模以上のもの

多数の者が利用する施設又は設計・施工に係る技術等の公開等

◆ 補助要件を満たすもののイメ ジ◆ 補助要件を満たすもののイメージ
天井を高くすることで、煙が上部にたまるようにし、避難時の安全を確保

○木質ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ構造部材を使用した
耐火建築物

《補助額》

○避難安全検証法による建築物の内装
への木材利用

【建設工事費】

《補助額》
【調査設計計画費】

建築物の調査設計計画費のうち、先導的な木造化・木質化に関連する費用の
２／３の額

木造化・木質化することによる掛かり増し工事費用の２／３の額

（ただし、掛かり増し工事費用の算出が困難な場合は、木造化の場合は建設工
事費の２０％、木質化のみの場合は建設工事費の５％の額とすることが可能。）

19

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置・相続時精算課税制度の特例措置の延長・拡充（贈与税）住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置・相続時精算課税制度の特例措置の延長・拡充（贈与税）

１．住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置について、次の措置を講ずる。 （※）省エネ性又は耐震性を満たす住宅

※平成24年度税制改正大綱（H23.12.10）の内容

(1) 非課税限度額を次のとおりとする。 ①省エネルギー性に優れた住宅
省エネルギー対策等級４であること

【該当住宅の例】
・窓は複層ガラス又は二重サッシ

贈与年贈与年 省エネ性又は耐震性を満たす住宅省エネ性又は耐震性を満たす住宅 左記以外の住宅左記以外の住宅

平成23年（現行） ― 1,000万円

(2) 適用対象となる住宅を床面積240㎡以下のものに限定する

窓は複層ガラス又は二重サッシ
・外壁に結露防止の通気層
・断熱材の施工等

②耐震性に優れた住宅
耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）２又は３、

平成24年 1,500万円 1,000万円

平成25年 1,200万円 700万円

平成26年 1,000万円 500万円

←← 500500万円加算万円加算

(2) 適用対象となる住宅を床面積240㎡以下のものに限定する。
(3) 適用期限を平成26年12月31日（現行：平成23年12月31日）までとする。

※ 中古住宅の取得やリフォームも対象
※ 東日本大震災の被災者には、上記にかかわらず、

非課税限度額を3年間1 000万円（省エネ性又は耐震性を満たす住宅は3年間

耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）２又は３、
又は免震建築物であること

【該当住宅の例】
（木造住宅） ・壁量の確保、バランスのよい壁配置

・筋交い・柱や床・屋根の接合部強化非課税限度額を3年間1,000万円（省エネ性又は耐震性を満たす住宅は3年間
1,500万円）とするほか、床面積の上限要件（240㎡）は課さない

２．親の年齢が65歳未満であっても、相続時精算課税制度を選択できる特例措置の
適用期限を平成26年12月31日（現行：平成23年12月31日）までとする。

筋交い 柱や床 屋根の接合部強化
・基礎の強化
・梁の必要断面寸法の確保 等

（RC造免震マンション） ・国土交通大臣が定める構造方法
・免震材料等の維持管理計画 等

◆特例措置のイメ ジ◆特例措置のイメージ

暦年課税暦年課税

精算課税枠（2,500万円）と併せ、

①省エネ性又は①省エネ性又は耐震性耐震性①省エネ性又は耐震性を満たす住宅①省エネ性又は耐震性を満たす住宅
1 610万円（H24）

②一般の住宅②一般の住宅
1 110万円（H24）

基礎控除（110万円）と併せ
非課税枠（加算）

500万円 非課税枠（加算）
500万円 非課税枠（加算）

相続時精算課税相続時精算課税

非課税枠（加算）
500万円

非課税枠（加算）
非課税枠（加算）

をを満たす住宅満たす住宅
・4,000万円（H24）
・3,700万円（H25）
・3,500万円（H26）

②一般の住宅②一般の住宅
3 500万円（H24）

・1,610万円（H24）
・1,310万円（H25）
・1,110万円（H26）

・1,110万円（H24）
・810万円（H25）
・610万円（H26）

まで非課税

500万円
500万円非課税枠（一般）

1,000万円
非課税枠（一般）

700万円 非課税枠（一般）
500万円

精算課税 精算課税 精算課税

基礎控除
110万円

基礎控除
110万円

基礎控除
110万円

非課税枠（一般）
1,000万円 非課税枠（一般）

700万円
非課税枠（一般）

500万円

500万円 非課税枠（加算）
500万円

H24H24 H25H25 H26H26

・3,500万円（H24）
・3,200万円（H25）
・3,000万円（H26）

まで贈与時に課税しない

精算課税
2,500万円

精算課税
2,500万円

精算課税
2,500万円

H24H24 H25H25 H26H26

20
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耐震改修 省エネ改修バリアフリー改修

((参考）リフォーム参考）リフォームに係る現行の主な税制に係る現行の主な税制特例特例

一定の耐震改修工事を行った場合、その工事費
用の額と当該工事に係る標準的な工事費用相
当額のいずれか少ない金額（上限200万円）の
10％をその年分の所得税額から控除

（H25.12.31まで）所得税（投資型）

一定のバリアフリー改修工事を行った場合、その
工事費用の額と当該工事に係る標準的な工事
費用相当額のいずれか少ない金額（H23：上限

万円 上限 万円） をそ 年分

（H24.12.31まで）所得税（投資型）

一定の省エネ改修工事を行った場合、その工事
費用の額と当該工事に係る標準的な工事費用
相当額のいずれか少ない金額（上限200万円※太

陽光発電設備を設置する場合は 円）の10％をその年

（H24.12.31まで）所得税（投資型）

10％をその年分の所得税額から控除 200万円、H24：上限150万円）の10％をその年分
の所得税額から控除

定のバリアフリ 改修工事を行 た場合 以

（H25.12.31まで）所得税（ローン型）

陽光発電設備を設置する場合は300万円）の10％をその年
分の所得税額から控除

一定の省エネ改修工事を行った場合 以下の額

（H25.12.31まで）所得税（ローン型）

選択制 選択制

H23.6.30以降の工事契約分から地域

要件※を廃止 一定のバリアフリー改修工事を行った場合、以
下の額を５年間所得税額から控除
①バリアフリー改修工事に係る借入金（上限

200万円）の年末ローン残高の２％
②①以外の増改築等に係る借入金の年末

ローン残高の１％

一定の省エネ改修工事を行った場合、以下の額
を５年間所得税額から控除
①改修後の住宅全体の省エネ性能が現行の省

エネ基準相当に上がると認められる工事（上
限200万円）の年末ローン残高の２％

②①以外の増改築等に係る借入金の年末

要件 を廃止

※地方公共団体が耐震改修計画に基づ

き耐震改修工事を補助している地域

又は耐震診断を補助している地域

ロ ン残高の１％
（①＋②の借入金の上限は1000万円）

②①以外の増改築等に係る借入金の年末
ローン残高の１％

（①＋②の借入金の上限は1000万円）

定のバリアフリ 改修工事を行 た場合 翌年

（H25.3.31まで）固定資産税

定の耐震改修工事を行 た場合

（H27.3.31まで）固定資産税

定の省エネ改修工事を行った場合 翌年度の

（H25.3.31まで）固定資産税

一定のバリアフリー改修工事を行った場合、翌年
度の固定資産税額を１/３軽減

一定の耐震改修工事を行った場合、
・工事完了期間：H22.1.1～H24.12.31 →２年度分
・工事完了期間：H25.1.1～H27.12.31 →１年度分

の固定資産税額を１/２軽減

一定の省エネ改修工事を行った場合、翌年度の
固定資産税額を１/３軽減

贈与税

（H24.1.1～.H26.12.31までは非課税枠を以下のとおり拡充） ※平成24年度税制改正大綱（H23.12.10）の内容

住宅取得等資金（新築住宅の取得又は増改築等のための資金）を直系尊属からの贈与により取得した場合、平成23年中は1000万円まで贈与税を非課税

贈与年贈与年 省 ネ性又は耐震性を満たす住宅省 ネ性又は耐震性を満たす住宅 左記以外の住宅左記以外の住宅

贈与税の非課税制度

贈与年贈与年 省エネ性又は耐震性を満たす住宅省エネ性又は耐震性を満たす住宅 左記以外の住宅左記以外の住宅

平成24年 1,500万円 1,000万円

平成25年 1,200万円 700万円

平成26年 1,000万円 500万円
21

「新成長戦略」に定められた目標の達成に向けて、中古・リフォーム市場整備のための具体的施策を内容とするトータルプランの

中古中古住宅・リフォームトータルプラン検討会について住宅・リフォームトータルプラン検討会について

長
策定に関する検討会を設置。

２．２．７７つの戦略分野の基本方針と目標とする成果つの戦略分野の基本方針と目標とする成果
（ ）観光立 地域 性化戦略 重視 住宅政策 転換（ ）観光立 地域 性化戦略 重視 住宅政策 転換

新成長戦略（平成22年6月18日閣議決定）※抜粋

（４）観光立国・地域活性化戦略～ストック重視の住宅政策への転換～（４）観光立国・地域活性化戦略～ストック重視の住宅政策への転換～
（中古住宅の流通市場、リフォーム市場等の環境整備）

（中略）2020 年までに、中古住宅流通市場やリフォーム市場の規模を倍増させるとともに、良質な住宅ストックの形成を図る。
《２１世紀の日本の復活に向けた２１の国家戦略プロジェクト》

13.中古住宅・リフォーム市場の倍増等13.中古住宅 リフォ ム市場の倍増等
（中略）建物検査・保証、住宅履歴情報の普及促進等の市場環境整備・規制改革、老朽化マンションの再生等を盛り込んだ中古・リ
フォーム市場整備のためのトータルプランを策定する。（中略）これにより、中古住宅流通市場・リフォーム市場を２０兆円まで倍
増を図るとともに、ネット・ゼロ・エネルギー住宅を標準的な新築住宅とすることを目指す。

開催予定 委員

第１回：平成２３年２月９日（水）
中古住宅流通・リフォーム市場の現状と、市場拡大に向

けた方策

座長
高木 佳子 弁護士（元日弁連副会長）

けた方策について

第２回：平成２３年５月３０日（月）
リフォーム市場の活性化について

第３回：平成２３年６月２７日（月）
中古住宅市場の活性化について

委員
青木 宏之 (社)全国中小建築工事業団体連合会会長
赤津 新英 (社)不動産流通経営協会 企画専門委員会委員長
市川 宜克 (社)全国宅地建物取引業協会連合会 専務理事
犬塚 浩 弁護士（日弁連住宅紛争処理運営委員会）

築中古住宅市場の活性化について

第４回：平成２３年１１月２９日（火）
トータルプラン骨子案について

第５回：平成２３年１２月２０日（火）
ト タルプラン素案について

大石 佳知 (社)日本建築士会連合会 青年委員会委員長
奥 利江 主婦連合会常任委員住宅部長
神崎 哲 弁護士（日弁連消費者問題対策委員会）
木瀬 照雄 TOTO(株)代表取締役会長
工藤 忠良 (財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター常務理事
島原 万丈 (株)リクル ト住宅総研 主任研究員トータルプラン素案について

パブリックコメント 平成２４年１月１１日（水）～３１日（火）

第６回：平成２４年２月
トータルプラン案について

島原 万丈 (株)リクルート住宅総研 主任研究員
松田 陽作 日本労働組合総連合会 社会政策部長
澤田 雅紀 全国建設労働組合総連合 住宅対策部長
西村 義之 コーナン商事(株)専務取締役
矢野 龍 (社)住宅生産団体連合会副会長 （住友林業(株)代表取締役会長） 22
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中古住宅・リフォームトータルプラン（素案）中古住宅・リフォームトータルプラン（素案）

（素案における主なポイント）
消費者視点に立ち、以下の取組を行うことにより、中古住宅流通・リフォーム市場の活性化
と住生活の質の向上を図ると住生活の質の向上を図る

①消費者が安心して中古住宅流通・リフォームに取り組める市場環境の整備
• 中古住宅の品質・価格等やリフォームの事業者・価格等の情報提供の充実中古住宅の品質 価格等やリフォ ムの事業者 価格等の情報提供の充実
• 住宅履歴情報やインスペクションの普及、住宅性能表示制度や長期優良住宅の充実による住宅の性能・品質の客観的な評価等
• 既存住宅売買瑕疵保険やリフォーム瑕疵保険の充実・普及による中古住宅やりフォームの質の確保と瑕疵に対する保証 等

②消費者ニ ズに対応した魅力ある中古住宅流通 リフォ ム市場の整備②消費者ニーズに対応した魅力ある中古住宅流通・リフォーム市場の整備
• 優良事例やリフォームの効果・メリット等の普及啓発による中古住宅やリフォームのイメージアップ（魅力向上）
• 宅建業者とリフォーム事業者との連携、中古住宅購入とリフォーム工事を一体的に対象とするローンや瑕疵保険の提供・普及、

買取・再販事業の促進等による中古住宅流通市場とリフォーム市場の相乗的な活性化、良質な中古住宅の流通促進 等

③中古住宅流通・リフォームの担い手の強化
• 中小建設事業者同士等の連携・グループ化による技術力や消費者へのセールス力の向上、研修等による技能者の育成
• インスペクションやリフォーム等に関する研修による宅地建物取引業者のコンサルティング機能の向上• インスペクションやリフォーム等に関する研修による宅地建物取引業者のコンサルティング機能の向上
• 関連事業者の連携、量販店や良質なデザイン・プラン等を提供可能な事業者のリフォームへの参入・連携促進 等

耐震改修や省エネリフォーム等の促進による良質な住宅ストックの形成、リフォーム等に関
する技術開発等

23

議論するテーマ（案）

不動産流通市場活性化フォーラム①不動産流通市場活性化フォーラム①

１ 不動産事業者等が消費者の新たなニーズにどのように応えていくか。

○取引の中核を担う宅建業者の総合コンサルティング機能の向上（不動産鑑定、イン

議論するテ （案）

スペクション、省エネ・耐震などのリフォームなど他の分野の事業者との連携）

○宅建業者とリフォーム・専門工事業者などの連携による、流通とリフォームが一体と

なったサービスの提供なったサービスの提供

○適正な価格査定（宅建業者と不動産鑑定業者との連携など）

２ 円滑な不動産取引のために必要な情報をどのように把握・蓄積し、提供していくか。

○物件の品質に関する情報をどのように把握・蓄積し、提供していくか

○安全性に関する情報、省エネ性能などの情報をどのように提供していくか

○価格に関する市場動向をどのように提供していくか

今後のスケジュ ル（案）
○第１回 平成２３年１０月２１日（金）開催
○第２回 １２月 ２日（金）開催
○第３回 平成２４年 ２月 ２日（木）開催予定

今後のスケジュール（案）

24

○第３回 平成２４年 ２月 ２日（木）開催予定
○フォーラムの議論は、できるものはＨ２４年度から実施するとともに、Ｈ２４年夏頃までに

とりまとめを行い、Ｈ２５年度概算要求等に反映。 24
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不動産流通市場活性化フォーラム②不動産流通市場活性化フォーラム②
フォーラム構成員

◆【流通事業者】

○市川 宜克 （（社） 全国宅地建物取引業協会連合会） ○渡辺 和雄 （（社）不動産流通経営協会）

○林 直清 （（社） 全日本不動産協会） ○三田 俊彦 （（社） 日本住宅建設産業協会）

◆【情報提供事業者】◆【情報提供事業者】

○矢部 智仁 （（株）リクルート リクルート住宅総研） ○庄司 利浩 （アットホーム （株） ）

◆【分譲事業者、ハウスビルダー、リフォーム・リノベーション事業者】

○田島 穣 （（社） 不動産協会） ○臼谷 紀久雄 （大和ハウス工業 （株））○田島 穣 （（社） 不動産協会） ○臼谷 紀久雄 （大和ハウス工業 （株））

○青木 宏之 （（社） 全国中小建築工事業団体連合会） ○小島 規和 （（株） LIXIL ）

○籠橋 正美 （（株） インテリックス ） ○中野谷 昌司 （一般社団法人マンション計画修繕施工協会）

○宮田 勇 （（株） ホームクリップ） ○長川 洋久 （（株） ワイ・ジャスト）

○清水 英雄 （清水英雄事務所（株））

◆【不動産鑑定業】

○臼杵 克久 （（社） 日本不動産鑑定協会） ○服部 毅 （青山リアルティー・アドバイザーズ （株））

◆【建築士】◆【建築士】

○大石 佳知 （（社） 日本建築士会連合会）

◆【住宅瑕疵保険・インスペクション・エネルギー性能評価関係】

○今泉 太爾 （一般社団法人日本エネルギーパス協会） ○黒田 一稔 （（社） 住宅瑕疵担保責任保険協会）○今泉 太爾 （ 般社団法人日本 ネルギ パス協会） ○黒田 稔 （（社） 住宅瑕疵担保責任保険協会）

○長嶋 修 （（株） さくら事務所）

◆【消費者向けマンション評価、住宅取得資金相談関係】

○大久保 恭子 （マンション評価ナビ） ○深田 晶恵 （（株） 生活設計塾クルー ）

◆【学識経験者等】

○中川 雅之 （日本大学経済学部教授） ○中城 康彦 （明海大学不動産学部教授）

○野城 智也 （東京大学生産技術研究所教授） ○住田 直伸 （みずほコーポレート銀行 （株）） 25

【参考資料】【参考資料】
既存住宅流通・リフォーム市場の既存住宅流通 リフォ ム市場の

環境整備に向けたその他の主な取組

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 26
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か し

◆住宅専門の保険会社が リフォ ム工事の瑕疵に関する保険を引き受け

中古・リフォームに係る保険制度中古・リフォームに係る保険制度 ～～ リフォーム瑕疵保険リフォーム瑕疵保険 ～～

◆住宅専門の保険会社が、リフォーム工事の瑕疵に関する保険を引き受け
◆保険金の支払い対象は、リフォーム工事を実施したすべての部分
◆保険期間は構造部分・防水部分は5年間、その他の部分は1年間
◆保険加入は任意（参考：新築住宅については加入は義務）

リフォーム瑕疵保険の仕組み

【保険料】

保険金額
300万円

保険金額
1000万円

設備 構造等を 設備 構造等

【保険料】

のみ 含む のみ を含む

3.5万～
4万程度

5万～
6万程度

5万～
6万程度

6.5万～
7.5万
程度

事業者登録

・ リフォームかし保険に加入する事業者は、保険法人への事業者登録が必要
・ 事業者登録された事業者は、保険法人が一般に公開

一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会HPにおいて全保険法人に登録された事業者の検索シ
ステムを運用 URL：http://search-kashihoken jp/）ステムを運用 URL：http://search-kashihoken.jp/）

＜申込み実績＞12,492戸（ 2010.3.18～2011.11.30 ） 27

◆既存住宅の売買に関する保険制度

中古・リフォームに係る保険制度中古・リフォームに係る保険制度 ～～ 既存住宅売買瑕疵保険既存住宅売買瑕疵保険 ～～
か し

◆既存住宅の売買に関する保険制度
◆保険金の支払い対象は構造部分・防水部分など。保険期間は5年間。保険加入は任意

◆既存住宅売買瑕疵保険の仕組みは、「売主が宅建業者の場合」と「売主が宅建業者以外（個人間売買）の場
合」で異なる。

売主が宅建業者の保険の仕組み

買主 売主（宅建業者）
売買契約

保険付既存住宅

宅建業者が買主に対
して負担する瑕疵担保

【保険料】
戸建（ 延べ床面積120㎡ ) 7万～8万円程度
共同住宅（ＲＣ4階建て、20戸、戸あたり平均面積75㎡） 85～110万円程度

買主 売主（宅建業者）

住宅瑕疵担保責任保険法人

保険加入
手続き

保険金の
支払い

保険金の支払
（業者倒産時） 検査（建築士）

保険付既存住宅して負担する瑕疵担保
責任を履行することに
よって生じる損害につ
いて保険金を支払う

住宅瑕疵担保責任保険法人

売主が宅建業者以外の保険の仕組み

＜申込み実績＞ 5,210戸（ 2009.12.18 ～2011.11.30）

【保険料】
戸建（ 延べ床120㎡ ）7万～7.5円程度

個人間での売買の対
象となる住宅の検査を
行い 売買後に隠れた

共同住宅（ＲＣ4階建て、20戸、戸あたり平均面積75㎡）：110万円程度

行い、売買後に隠れた
瑕疵が発見された場合
に保証する「検査機関」
の保証責任について保
険金を支払う険金を支払う

＜申込み実績＞ 1,552戸(2010.3.8～ 2011.11.30）
28
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弁護士等による無料専門家相談弁護士等による無料専門家相談

消費者
（例えば）
○欠陥の補修について業者と揉めているので相談したい

が

専
門

電話相談

地元での専門家相談を紹介

○住宅に不具合があり欠陥ではないか、専門家に相談したい ときなど

(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター

門
家
に
よ
る

個
別
相
談

地元での専門家相談を紹介

弁護士会（全国の５２単位会）

専門家相談の依頼

弁護士会（全国の５２単位会）

リフォームに関するトラブルについて、消費

者が弁護士や建築士に無料で対面相談でき者が弁護士や建築士に無料で対面相談でき

る制度を各地の弁護士会で実施。

＜申込み実績＞ 747件（2010.4.1～2011.11.30） 29

リフォームの無料見積チェック制度リフォームの無料見積チェック制度

消費者
（例えば）

○「□△工事一式」とかよくわからない項目が多い
○悪質請求じゃないかしら

○○改修工事

１．○□工事一式 ¥○○○○

２．△×工事一式 ¥○○○○

３．諸経費 ¥○○○○

４．特別割引 ¥－○○○○

総 計 ¥○○○○○

(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター

電話相談

弁護士会

○悪質請求じゃないかしら

(財)住宅リフォ ム 紛争処理支援センタ

専門家
相談へ

（財）住宅リフォーム・紛争処理支援センターにおいて、リフォーム事業者から
提示された見積についての電話での無料相談を受け付ける。

（１）見積の項目・形式についての相談
①不明瞭な項目（一式工事、特別割引など）がないか

ト
ラ
ブ
ル
に

な
っ
て
い
る

○○改修工事

１．○○工事
既存○○撤去費
○○工事費
○○塗装費
○○設備費

モデル見積書
の送付

＜相談の流れ＞

①不明瞭な項目（ 式工事、特別割引など）がないか
②二重計上や不要な工事項目がないか 等

（２）見積金額についての相談
①一般的な相場に対して極端に高額な請求ではないか 等

に
な
り
そ
う

る
場
合

＋

○○設備費
小 計

２．○○工事
既存○○撤去費
○○設備費
小 計

３．諸経費

総 計

（３）工事途中の追加費用についてのアドバイス
①見積や図面に記載の工事内容は希望と合っているか
②追加工事の費用負担について確認したか 等

う
な
場
合
、

＋
追加費用チェックリスト

１．契約前に確認すべきこと
□ 希望の工事内容は明確か

・・・・・・・・
□ 希望が伝わっているか

・・・・・・・・
□ 現場を見た上での見積か

・・・・・・・・
□ 見積内容を確認したか

・・・・・・・・
□ 追加工事の確認

・・・・・・・・

チェックリスト
の送付

２．工事中に確認すべきこと
□ 追加工事の費用負担等

・・・・・・・・

＜申込み実績＞ 642件（ 2010.4.1～2011.11.30） 30
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リフォーム事業者検索サイト①リフォーム事業者検索サイト①

基本的な より充実した
リフォーム事業者検索サイト

（検索・閲覧のみ）
リフォーム事業者検索サイト

（検索・閲覧＋詳細情報・工事申込み）

事業者の情報は、電話番号、住所等最低限の情報だが、
すべての登録事業者が無料でサイトに登録

① 事業者のサイトへの登録は有料※だが、詳細な事業者情
報 消費者からの口 ミ情報等 より充実した情報を提供

特
長

すべての登録事業者が無料でサイトに登録。

③ 2011年度は 公募により選定した下記の４事業者に対

報、消費者からの口コミ情報等、より充実した情報を提供。
※ 年会費24,000円～63,000円

② リフォーム工事の申込みが可能。

運
一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会

③ 2011年度は、公募により選定した下記の４事業者に対
して支援を実施。

一般財団法人住まいづくりナビセンタ

株式会社LIXIL ：「リフォームコンタクト」
運
営
主
体

一般財団法人住まいづくりナビセンター
：「リフォーム評価ナビ」

株式会社ホームクリップ ：「ホームクリップ」

株式会社ホームアドバイザー ：「リフォーム・オウチーノ」

保険法人の一定の審査を経て登録されたリフォーム瑕疵
保険登録事業者であること ① サイト登録事業者の要件

● サイト内 請負金額 万円以上 リ ム 事

左記の要件に加え、

要
件

● サイト内で請負金額100万円以上のリフォーム工事

を請け負う場合は、リフォーム瑕疵保険に加入するこ
と など

② サイトの要件② 要件

● 弁護士等からなるサイト登録事業者の監視委員会の
設置

● 苦情処理体制の確立 など
31

■ 「リフォ ムコンタクト」のトップペ ジ ■ 「リフォ ム評価ナビ」のトップペ ジ

リフォーム事業者検索サイト②

■ 「リフォームコンタクト」のトップページ ■ 「リフォーム評価ナビ」のトップページ

株式会社スマイル株式会社スマイル
リフォーム

株式会社グッドリフォーム

有限会社ベストリフォーム

有限会社スマイルリフォーム工房

32
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■ 「ホ ムクリップ」のトップペ ジ ■ 「リフォ ム・オウチ ノ」のトップペ ジ

リフォーム事業者検索サイト③

■ 「ホームクリップ」のトップページ ■ 「リフォーム・オウチーノ」のトップページ

33

99


	H23シンポ資料15（中表紙8）120113
	H23シンポ資料16（講演３）120113


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




